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衆
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院
議
員
上
西
小
百
合
君
提
出
鶏
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関
係
団
体
の
役
員
人
件
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
要
請
は
、
農
林
水
産
省
が
、
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
�
�

（�）
に
基
づ
き
、
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
公
益
法
人
等
の
指
導

監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
�
に
従
い
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
に
、
口
頭
で
、
特
例
社
団

法
人
日
本
養
鶏
協
会
（
当
時
）
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

特
例
社
団
法
人
日
本
養
鶏
協
会
（
当
時
）
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
一
般
社
団
法
人
日
本
養
鶏
協
会
（
以
下
「
協

会
」
と
い
う
。
）
へ
移
行
し
て
お
り
、
ま
た
、
鶏
卵
公
正
取
引
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
任
意
団
体
で

あ
る
。
公
務
員
で
あ
っ
た
者
が
一
般
社
団
法
人
又
は
任
意
団
体
の
役
員
に
就
任
す
る
場
合
に
、
御
指
摘
の
よ
う
な
役
員
の
就

任
及
び
役
員
の
報
酬
に
関
す
る
規
制
は
な
い
こ
と
か
ら
、
農
林
水
産
省
及
び
消
費
者
庁
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お

尋
ね
の
報
酬
の
受
取
を
含
め
、協
会
及
び
協
議
会
に
お
け
る
役
員
の
就
任
及
び
役
員
の
報
酬
に
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
決
議
」
が
な
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
六
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
協
会
の
総
会
及
び
御
指
摘
の
「
決
定
」
が

な
さ
れ
た
同
年
七
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
協
議
会
の
総
会
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
の
職
員
は
、
協
会
及
び
協
議
会
か
ら

の
依
頼
を
受
け
、
鶏
卵
の
生
産
及
び
流
通
の
増
進
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
立
場
か
ら
、
協
会
の
総
会
及
び
協
議
会
の

総
会
に
出
席
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
消
費
者
庁
の
職
員
は
、
協
議
会
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
消
費
者
庁
が
公
正
取
引
委

員
会
と
共
同
で
公
正
競
争
規
約
を
認
定
し
た
立
場
か
ら
、
協
議
会
の
総
会
に
出
席
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
協
会
の
総
会
に
出

席
し
た
事
実
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
職
員
に
つ
い
て
も
、
報
酬
等
の
決
定
に
つ
い
て
「
指
導
等
を
な
し
て
関
与

す
る
た
め
に
臨
席
し
て
い
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

二


